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23～
24

第１編
第１章　総則
1－9　提出書類

３）受注者は、契約時又は変更時において、契約金額
が100万円以上の業務について、業務実績情報システ
ム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に
業務実績情報として作成した｢登録のための確認のお
願い｣をテクリスから調査職員宛に送信し、調査職員
の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請するものと
する。（受注者が設計共同企業体である場合は、構成
員毎登録申請するものとする。）
登録の期日は次によるものとする。
・・・・・

３）受注者は、契約時又は変更時において、契約金額
が100万円以上の業務について、業務実績情報システ
ム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に
業務実績情報として作成した｢登録のための確認のお
願い｣をテクリスから調査職員宛にメール送信し、調
査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請する
ものとする。（受注者が設計共同企業体である場合
は、構成員毎登録申請するものとする。）
　また、受注者は、契約時において、予定価格が
1,000万円を超える競争入札により調達される建設コ
ンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金
額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録す
る際は、「低価格入札である」にチェックしたうえ
で、「登録のための確認のお願い」を作成し、調査職
員の確認を受けること。
登録の期日は次によるものとする。
・・・・・

表現の適正化

24
第１編
第１章　総則
1－9　提出書類

４) 受注者は、「登録のための確認のお願い」及び
「登録内容確認書」については以下のとおり対応す
る。
  (1) 受注者は、「登録のための確認のお願い」の
　　作成後、テクリス上で「メール送信による提出」
　　を選択する。
  (2) 受注者は、(1)によりメール送信された「登
　　録のための確認のお願い」について調査職員
　　から確認を受ける。
  (3) 「登録内容確認書」については、テクリスから
　　調査職員にメール送信されるため、受信者による
　　提示は必要ないものとする。

４) 登録機関が受注者へ交付する「登録内容確認書」
については、テクリスから調査職員にメール送信され
るため、受注者から調査職員への提示は必要ないもの
とする。

表現の適正化
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45

第２編
第１章　測量業務
第１節　深浅測量
1-1-5　水深測量
３．水深測量
(3)測深　①測深機器

　受注者は、音響測深機（単素子、多素子、スワス音
響測深機含む）及びレーザー測深機、測鉛等により測
深を行うものとし、使用する音響測深機は「表２－１
音響測深機の性能（水深100ｍ未満）」に示す性能以
上のものとする。
  なお、特記仕様書に定めがなく、表２－１に示す性
能以上の音響測深機により難い場合は、測量に先立ち
調査職員に測深方法の承諾を得なければならない。

 
表２－１　音響測深機の性能（水深100ｍ未満）

イ）受注者は、音響測深機（単素子、多素子、スワス
音響測深機含む）及び航空レーザー測深機、測鉛等に
より測深を行うものとする。なお、使用機器の性能
は、水路測量業務準則施行細則（保水海第13号（昭和
58年４月27日）制定、保海沿第72号（令和６年８月５
日全部改正））を準用するものとする。
ロ）特記仕様書に定めがなく、イ）により難い場合
は、測量に先立ち調査職員に測深方法の承諾を得なけ
ればならない。

表２－１　音響測深機の性能（水深100ｍ未満）…
【削除】

水路測量業務
準則施行細則
改正による変
更

48～
49

第２編
第１章　測量業務
第２節　水路測量
1-2-5　水深測量
４．測深　(1)測深機器

受注者は、音響測深機（単素子、多素子、スワス音響
測深機を含む。）及びレーザー測深機、測鉛等により
測深を行うものとし、使用する音響測深機は、「表２
－２ 音響測深機の性能（水深100ｍ未満）」に示す性
能以上のものとする。

表２－２　音響測深機の性能（水深100ｍ未満）

受注者は、水路測量業務準則（保水測第47号（昭和57
年10月１日）制定、保海技第56号（令和６年８月５日
全部改正））第11条に基づく測深機器により測深を行
うものとする。なお、使用機器の性能は、水路測量業
務準則施行細則によるものとする。

表２－２　音響測深機の性能（水深100ｍ未満）…
【削除】

水路測量業務
準則等改正に
よる変更

50～
51

第２編
第１章　測量業務
第２節　水路測量
1-2-5　水深測量
５．測深線間隔及び未
測深幅

５．測深線間隔及び未測深幅
 (1) 受注者は、水域の区分毎に「表２－３未測深
幅」に示す未測深幅を満足するように測深線間隔をと
らなければならない。

表２－３　未測深幅

５．測深線間隔
(1) 受注者は、水路測量における測定又は調査の方法
に関する告示（平成14年４月１日海上保安庁告示第
102号、令和６年３月21日海上保安庁告示第17号一部
改正）に示す水域の区分毎に測深範囲を満足するよう
に測深線間隔をとらなければならない。

表２－３　未測深幅…【削除】

水路測量にお
ける測定又は
調査の方法に
関する告示改
正による変更
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51～
52

第２編
第１章　測量業務
第２節　水路測量
1-2-5　水深測量
５．測深線間隔及び未
測深幅

(3) 受注者は、係船岸前面を測量する場合、防舷材前
面から30ｍ又は着岸最大船舶の船幅の1.5倍のうち広
い範囲まで行うものとし、未測深幅を防舷材前面から
１ｍ以内となるように測深しなければならない。

(5) 受注者は、測量船の蛇行のため未測深幅が「表 2
－3 未測深幅」の規定量を超えた場合、再度測量しな
ければならない。

(3) 受注者は、係船岸前面を測量する場合、防舷材前
面から30ｍ又は着岸最大船舶の船幅の1.5倍のうち広
い範囲まで行うものとする。

(5) …【削除】

水路測量にお
ける測定又は
調査の方法に
関する告示改
正による変更

56

第２編
第１章 測量業務
第４節 地形測量
1-4-3 地形測量

なお、国土交通省公共測量作業規定は、作業規定の準
則（令和２年３月31日国土交通省告示第461号）を準
用する。

なお、国土交通省公共測量作業規定は、作業規定の準
則（平成20年国土交通省告示第413号、令和７年３月
31日一部改正））を準用する。

修正

181
提出書類様式一覧表(受
注者作成分)

様式番号　１６
提出書類名　履行報告書（業務旬報）

様式番号　１６
提出書類名　履行報告書（業務旬報）

修正

199
２．提出書類様式集
（受注者作成分）
様式番号16

修正
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